
 
 
 
 

～ お知らせ ～ 
 

免税コンテナー(※)の税関手続が、 

平成 24年４月１日から変わっています。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 免税コンテナーとは・・・ 
コンテナーに関する通関条約の規定に基づき、関税・消費税の 
免除を受けて一時輸入したコンテナー 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

♪ 再輸出期間を延長しました。 

改 正 前 改 正 後 

３か月以内 １ 年 以 内 

♪ 国内運送する際の条件を撤廃しました。 

 改 正 前 改 正 後 

空コンテナーの使用 不 可 制限なし 

経 路 制限あり 制限なし 

使 用 回 数 １回限定 制限なし 

事 前 申 請 必 要 不 要 

 

（注）管理者変更の通知等の諸手続については、変更ありません。 

ご不明な点は、お近くの税関の保税担当部門へ 
お問い合わせください 

主 な 変 更 点



 

 
 
 

－ お問い合わせ先 － 

 
 

函館税関 
監視部 保税地域監督官 電話：０１３８－４０－４２７５ 

統括監視官(取締部門) 電話：０１３８－４０－４２４４ 

東京税関 
監視部 保税地域監督官(保税総括部門) 電話：０３－３５９９－６４２２ 

統括監視官(保税取締部門) 電話：０３－３５９９－６４２４ 

横浜税関 
監視部 保税地域監督官(保税総括部門) 電話：０４５－２１２－６１２０ 

統括監視官(保税取締部門) 電話：０４５－２１２－６１２６ 

名古屋税関 
監視部 保税地域監督官(保税総括許可部門) 電話：０５２－６５４－４０９２ 

統括監視官(保税取締部門) 電話：０５２－６５４－４０９４ 

大阪税関 
監視部 保税地域監督官(保税総括部門) 電話：０６－６５７６－３２２６ 

統括監視官(保税取締第１部門) 電話：０６－６５７６－３２２２ 

神戸税関 
監視部 保税地域監督官(保税総括部門) 電話：０７８－３３３－３０７５ 

統括監視官(保税取締部門) 電話：０７８－３３３－３１２５ 

門司税関 
監視部 保税地域監督官 電話：０５０－３５３０－８３８７

統括監視官(保税部門) 電話：０５０－３５３０－８３８８

長崎税関 
監視部 保税地域監督官 電話：０９５－８２８－８６５５ 

統括監視官(検査部門) 電話：０９５－８２８－８６７２ 

沖縄地区税関 
    保税地域監督官 電話：０９８－８６２－９８１４ 

統括監視官(監視総括部門) 電話：０９８－８６２－８３１７ 

 


